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公布された条例等のあらまし

（規則第86号）◇島根県県税条例施行規則の一部を改正する規則

１ 規則の概要

⑴ 地方税法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴う規定及び様式の整理

⑵ その他様式の整備

２ 施行期日

平成29年１月１日から施行することとした。ただし、１の⑵の一部については、公布の日から施行することとし

た。

（規則第87号）◇島根県核燃料税条例施行規則等の一部を改正する規則

１ 規則の概要

地方税法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う次に掲げる規則の様式の整理

⑴ 島根県核燃料税条例施行規則（平成16年島根県規則第97号）

島根県核燃料税条例施行規則（平成22年島根県規則第８号）⑵

⑶ 島根県核燃料税条例施行規則（平成27年島根県規則第16号）

２ 施行期日

平成29年１月１日から施行することとした。

規 則

島根県県税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年10月18日

島根県知事 溝 口 善兵衛

島根県規則第86号

島根県県税条例施行規則の一部を改正する規則

島根県県税条例施行規則（昭和51年島根県規則第16号）の一部を次のように改正する。

第36条の表第11号中「第71条の14第５項」を「第71条の14第６項」に、「第71条の15第４項」を「第71条の15第５項」

に改め、同表第12号中「第71条の35第６項」を「第71条の35第７項」に、「第71条の36第４項」を「第71条の36第５項」

に改め、同表第13号中「第71条の55第６項」を「第71条の55第７項」に、「第71条の56第４項」を「第71条の56第５項」

に改める。

第40条の表第１号中「第72条の46第５項」を「第72条の46第６項」に、「第72条の47第４項」を「第72条の47第５項」

に改める。

第45条の表第３号中「第74条の23第５項」を「第74条の23第６項」に、「第74条の24第４項」を「第74条の24第５項」

に改める。

第60条第３項の表第３号中「第90条第５項」を「第90条第６項」に、「第91条第４項」を「第91条第５項」に改める。

第65条第３項の表第４号中「第132条第５項」を「第132条第６項」に、「第133条第４項」を「第133条第５項」に改め

る。

第75条の３の表第15号中「第144条の47第５項」を「第144条の47第６項」に、「第144条の48第４項」を「第144条の48

第５項」に改める。

「 「

第32号様式中 個人番号又は法人番号 を 法 人 番 号 に、
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」 」

「

摘

を

要

備考 個人番号を記載する場合は、右詰めで記載してください。 」

「

摘

に改める。

要

」

第85号様式の備考の１の⑷中「前年度分」を「当該年度分」に改める。

第89号様式その１表面を次のように改める。

 
3



 号外第 167号                島  根  県  報             平成 28年 10月 18日  

 

                                                                              
 
4



号外第167号 島 根 県 報 平成28年10月18日

第89号様式その２表面を次のように改める。
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号外第167号 島 根 県 報 平成28年10月18日

「

第90号の３様式中 を
８ 地方税法第71条の15第１項の規定による。

９ 地方税法第71条の15第２項の規定による。

」

「

８ 地方税法第71条の14第５項の規定による。

に改める。
９ 地方税法第71条の15第１項の規定による。

10 地方税法第71条の15第２項の規定による。

11 地方税法第71条の15第３項の規定による。

」

「

第90号の４様式中 を
９ 地方税法第71条の36第１項の規定による。

10 地方税法第71条の36第２項の規定による。

」

「

９ 地方税法第71条の35第６項の規定による。

に改める。
10 地方税法第71条の36第１項の規定による。

11 地方税法第71条の36第２項の規定による。

12 地方税法第71条の36第３項の規定による。

」

「

第90号の５様式中 を
９ 地方税法第71条の56第１項の規定による。

10 地方税法第71条の56第２項の規定による。

」

「

９ 地方税法第71条の55第６項の規定による。

に改める。
10 地方税法第71条の56第１項の規定による。

11 地方税法第71条の56第２項の規定による。

12 地方税法第71条の56第３項の規定による。

」

第104号様式表面を次のように改める。
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号外第167号 島 根 県 報 平成28年10月18日

「８ 地方税法第90条第５項の規定による。

第122号様式表面中 を に
「８ 地方税法第91条第１項の規定による。 ９ 地方税法第91条第１項の規定による。

９ 地方税法第91条第２項の規定による。」 10 地方税法第91条第２項の規定による。

11 地方税法第91条第３項の規定による。」

改める。

第129号様式表面中

「

１ 地方税法第129条の規定による。

２ 地方税法第132条の規定による。 を

３ 地方税法第133条の規定による。

」

「

１ 地方税法第129条第 項の規定による。

２ 地方税法第132条第 項の規定による。 に改める。

３ 地方税法第133条第 項の規定による。

」

第154号様式中

「

□６ 地方税法第144条の47第３項の規定による
□１ 地方税法第144条の44第１項の規定による

□７ 地方税法第144条の47第４項の規定による
□２ 地方税法第144条の44第２項の規定による

□３ 地方税法第144条の44第３項の規定による を
□８ 地方税法第144条の48第１項の規定による

□９ 地方税法第144条の48第２項の規定による
□４ 地方税法第144条の47第１項の規定による

□５ 地方税法第144条の47第２項の規定による

」

「

□１ 地方税法第144条の44第１項の規定による。 □７ 地方税法第144条の47第４項の規定による。

□２ 地方税法第144条の44第２項の規定による。 □８ 地方税法第144条の47第５項の規定による。

に改め
□３ 地方税法第144条の44第３項の規定による。 □９ 地方税法第144条の48第１項の規定による。

□４ 地方税法第144条の47第１項の規定による。 □10 地方税法第144条の48第２項の規定による。

□５ 地方税法第144条の47第２項の規定による。 □11 地方税法第144条の48第３項の規定による。

□６ 地方税法第144条の47第３項の規定による。

」

る。

第155号様式を次のように改める。
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成29年１月１日から施行する。ただし、第85号様式、第89号様式その１及び第89号様式その２の改正

規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正前の島根県県税条例施行規則の規定により作成した用紙でこの規則の施行の際現に残存するもの

のうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

島根県核燃料税条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年10月18日

島根県知事 溝 口 善兵衛

島根県規則第87号

島根県核燃料税条例施行規則等の一部を改正する規則

（島根県核燃料税条例施行規則の一部改正）

島根県核燃料税条例施行規則（平成16年島根県規則第97号）の一部を次のように改正する。第１条

「８ 地方税法第278条第５項の規定による。

「８ 地方税法第279条第１項の規定による。 ９ 地方税法第279条第１項の規定による。
第２号様式表面中 を

９ 地方税法第279条第２項の規定による。」 10 地方税法第279条第２項の規定による。

11 地方税法第279条第３項の規定による。」

に改める。

（島根県核燃料税条例施行規則の一部改正）

島根県核燃料税条例施行規則（平成22年島根県規則第８号）の一部を次のように改正する。第２条

「８ 地方税法第278条第５項の規定による。

「８ 地方税法第279条第１項の規定による。 ９ 地方税法第279条第１項の規定による。
第２号様式表面中 を

９ 地方税法第279条第２項の規定による。」 10 地方税法第279条第２項の規定による。

11 地方税法第279条第３項の規定による。」

に改める。

（島根県核燃料税条例施行規則の一部改正）

島根県核燃料税条例施行規則（平成27年島根県規則第16号）の一部を次のように改正する。第３条

「８ 地方税法第278条第５項の規定による。

「８ 地方税法第279条第１項の規定による。 ９ 地方税法第279条第１項の規定による。
第３号様式表面中 を

９ 地方税法第279条第２項の規定による。」 10 地方税法第279条第２項の規定による。

11 地方税法第279条第３項の規定による。」

に改める。

附 則

この規則は、平成29年１月１日から施行する。
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